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経営戦略策定の基本的事項 

 経営戦略の目的 

我孫子市の公共下水道事業は、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全、大雨による浸

水被害の軽減等を目的として、昭和 42 年の事業着手以来、これまで整備を進めてきまし

た。令和 6 年度末時点の下水道処理人口普及率は 85.3％であり、今後も継続して下水道

の普及促進に努める必要がありますが、既存施設の老朽化や大規模地震への対応などによ

り、改築・更新事業費の増大という課題も生じています。 

一方で、人口減少や節水型生活様式の定着などにより、有収水量及び下水道使用料収入

の減少が見込まれ、事業を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。 

 我孫子市では、このような状況下にあっても、将来にわたって安定的に事業を継続して

いくため、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「我孫子市公共下水道事業経営戦

略」（以下「経営戦略」という。）を策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行う

ことにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。 

  

  

第１章．経営戦略策定の基本的事項  
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 経営戦略策定の経緯と検討する事項 

平成 26年 3 月に総務省において開催された「公営企業の経営戦略の策定等に関する研

究会」での検討を踏まえて、平成 28 年 1月に「経営戦略」の策定推進について通達があ

り、全国すべての公営企業が令和 2 年度までに経営戦略を策定することが求められまし

た。 

また、平成 31年 3月には、「経営戦略」の策定・改定推進について通達があり、改めて

「経営戦略」の策定を促すとともに、策定済みの「経営戦略」についても PDCA サイクル

を通じて質を向上させるため、「経営戦略策定・改定ガイドライン」及び「経営戦略策定・

改定マニュアル」が公表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２-１ 経営戦略策定に関する国の動き 

  

平成 26 年 3 月  
公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会 

公営企業の経営の在り方についての検討 

平成 26 年 8 月  
公営企業の経営に当たっての留意事項について 

公営企業会計の導入、経営戦略の策定について取り組むことの必要性 

平成 28 年 1 月  
「経営戦略」の策定推進について 

「経営戦略策定ガイドライン」、取組み事例、ひな型様式、 

経営戦略策定等に要する経費に係る財政措置（平成 30 年度まで） 

平成 31 年 3 月  
「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について 

「経営戦略策定・改定ガイドライン」、「経営戦略策定・改定マニュアル」、

地方財政措置の延長（令和 2年度まで） 

令和４年 1 月 
「経営戦略」の改定推進について 

各自治体に令和７年度までに経営戦略を見直すことを要請 
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図 １.２-２ 経営戦略において検討する事項        図 １.２-３ 経営戦略の検討イメージ 

（出典）総務省「公営企業の経営改革推進に向けた 
重点施策に関する説明会」（平成 31 年 4 月 24 日） 

  

経営戦略において検討する事項 
①課題の抽出 
  下水道事業に対して現状分析を行い、

事業の課題を抽出。 

②課題解決の基本方針の策定 
  抽出した課題に対して、下水道事業と

してどのような取り組みを進め、課題解

決を行うかの方針を提示。 

③投資・財政計画の策定 
  将来の費用や収益を予測し、財政シミ

ュレーションを実施。 

④経営戦略の事後検証について 
  計画の検証や見直しの方針の提示。 
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 我孫子市公共下水道事業経営戦略の改定について 

我孫子市公共下水道事業では、平成 30年 3月に経営戦略を策定しました。 

その後、令和 2年 4月 1日より地方公営企業法の財務規定等を適用（以下「法適用」と

いう。）し、単式簿記の官庁会計方式から複式簿記の公営企業会計方式に移行したことか

ら、法適用後初めての決算となる令和 2年度決算を踏まえ、令和 3年度に経営戦略を改定

しました。 

令和 3年度に改定した経営戦略では、経営戦略計画期間の 10 年間における将来の収支

計算の試算から、様々な経費縮減に取り組んでもなお、使用料対象経費を下水道使用料で

賄うことができず、一般会計からの基準外繰入金が発生する結果となりました。そこで、

基準外繰入金を解消するとともに下水道事業の経営健全化を進めるために下水道使用料

適正化の検討を行い、使用料単価を 123.1 円/㎥(令和 2 年度決算値)から 150 円/㎥に引

き上げることを最終目標としました。この目標を達成するためには、下水道使用料を 22％

引き上げる必要がありましたが、大幅な改定による利用者への急激な負担増加を軽減する

ための段階的な措置として、令和 4年度から当面は 13％（使用料単価：139.1 円/㎥）の

改定に抑える方針としました。 

経営戦略は、PDCA サイクルを通じて質を高めていくために、定期的な（少なくとも 5年

に 1回）見直しを行うこととしています。また、近年、下水道事業を取り巻く環境がめま

ぐるしく変化していることから、今般、現行の経営戦略の事後検証を行うとともに、コロ

ナ禍の収束に伴う排水需要の変化や原油価格・物価高騰など社会経済情勢の変化を踏まえ

て、経営戦略を改定することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現行の下水道事業経営戦略】 
改定年度:令和 3 年度 
計画期間:令和４年度～令和１３年度（10 年間） 

【下水道事業経営戦略の改定】 
改定年度:令和 7 年度 
計画期間:令和 8 年度～令和 17 年度（10 年間） 
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 我孫子市の下水道計画と経営戦略の位置づけ 

我孫子市公共下水道事業は、市の総合計画や国・県の下水道計画などの上位計画と整合

を図りながら下水道計画を立案し、これに沿って下水道施設の建設や維持管理を行ってい

ます。 

 今回改定する「我孫子市公共下水道事業経営戦略」は、市が策定する下水道計画のひと

つで、今後下水道事業で必要な費用（投資）と予定される収入（財源）の収支バランスを

取り、下水道事業の効率化や健全経営化に向けた取り組みを整理するものです。 

 

図 １.４-１ 我孫子市公共下水道事業経営戦略の位置づけ 
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我孫子市公共下水道事業の概要及び課題 

 下水道施設の概要 

我孫子市公共下水道事業は、昭和 42 年から湖北台団地（日本住宅公団）の造成に伴っ

て、単独公共下水道（計画面積 144 ヘクタール、計画人口 22,000 人、昭和 45年度供用開

始）の事業に着手したことに始まりました。 

昭和 47年度からは、手賀沼流域関連公共下水道の事業に着手し、昭和 56年 4月に供用

開始、湖北台団地は平成 5年に流域関連公共下水道へ編入されました。 

令和 6 年度末には全体計画 2,334 ヘクタールのうち 1,350 ヘクタールの区域で供用を

開始しており、水洗化人口は 110,909 人となっている。 

 

表 ２.１-１ 施設概要 

 

※数値は令和６年度決算統計より 

概要 備考

事業着手年度 昭和42年度

供用開始年度 昭和45年度

公共下水道事業の種類
公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業
処理区数 １処理区

流域下水道への接続 有 手賀沼流域関連公共下水道事業

処理場数 無
汚水は千葉県で管理する手賀沼終末
処理場で処理

排水区数 26排水区

人口・面積

行政人口 131,254 人 令和6年度末

全体計画人口 134,000 人 令和8年度目標値

処理区域内人口 111,978 人 令和6年度末

水洗化人口 110,909人 　〃

全体計画面積 2,334 ha 令和8年度目標値

処理区域面積 1,350 ha 令和6年度末

処理区域内人口密度 82.9 人/ha 　〃

処理人口普及率 85.3 % 　〃

事業費累計

管渠費 43,547,294 千円 令和6年度末

ポンプ場費 3,133,311 千円 　〃

処理場費 320,700 千円 　〃

流域下水道建設負担金 8,945,735 千円 　〃

管渠延⾧

汚水管渠 374 km 令和6年度末

雨水管渠 18 km 　〃

地方公営企業法の適用 一部適用 令和2年4月1日より

項目

第２章．我孫子市公共下水道事業の概要及び課題  
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 下水道使用料の概要 

 我孫子市では、令和 4年 4月 1日に下水道使用料を改定し、現行の下水道使用料体系と

使用水量別の使用料は、以下のとおりとなっています。なお、この改定では、市民負担の

観点から急激な引き上げを避ける方針とし、本来必要な改定率 22％に対し、13％の改定

に留めています。 

 

【我孫子市：下水道使用料の考え方】 

 一般汚水については、基本料金とは別に、使用水量別に超過料金を設定していま

す。（従量使用料制） 

 超過料金は、使用水量が多くなるほど、単価が高くなっています。（累進制） 

 営業汚水については、1㎥あたり 20円を設定しています。 

 

        表 ２.２-１ 下水道使用料体系              表 ２.２-２ 使用水量別使用料 

                《一般の汚水》                       《１か月あたり》 

       

 

表 ２.２-３ 条例上の使用料と実質的な使用料 

 

※条例上の使用料･･･実際に 20㎥使用した場合の使用料 

※実質的な使用料･･･使用料単価(円/㎥)×使用水量（20㎥）で算出した使用料 

  

使用料単価：令和 6年度の使用料収入 1,488,135(千円・税抜) 

÷年間有収水量 10,486,057(㎥)＝141.92(円/㎥・税抜) 

 

  

使用水量

11 ～ 20ｍ3 136.4 円

21 ～ 30ｍ3 144.1 円

31 ～ 40ｍ3 166.1 円

41 ～ 50ｍ3 211.2 円

 51 ～ 100ｍ3 287.1 円

      101ｍ3 ～ 393.8 円

基本料金
（1ヵ月）

従量料金

（1ｍ3　あたり）

使用料(税込)

    ～ 10ｍ3 1,089 円
10㎥ 1,089 円

20㎥ 2,453 円

30㎥ 3,894 円

40㎥ 5,555 円

50㎥ 7,667 円

100㎥ 22,022 円

200㎥ 61,402 円

使用水量 使用料（税込）

備考
条例上の使用料 2,453 円(税込) 使用料体系より算出

実質的な使用料 3,122 円(税込) 使用料単価×使用水量

20㎥使用
の場合

項目 使用料
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 組織体制 

我孫子市公共下水道事業は、汚水事業は建設部下水道課が、雨水事業（浸水対策）は

建設部治水課が担当しています。 

 

図 ２.３-１ 建設部下水道課・治水課の組織体制（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

・課長 1名 ・主査(事) 1名

・課長補佐(事) 2名 ・主任(事) 1名

・係長(事) 1名

・主任(事) 1名

・主任主事(事) 1名

・会計年度任用職員 2名

・係長(技) 1名

・主任(技) 1名

・主任技師(技) 1名

・主査(技) 1名

・主任技師(技) 1名

・主任主事(事) 1名

・会計年度任用職員 1名

・課長(建設部参事兼課長) 1名 ・係長(事) 1名

・主幹(技) 1名 ・総括主査(事) 1名

・課長補佐(技) 1名 ・主任主事(事) 1名

・主事(事) 1名

・係長(技) 1名

・主任(技) 1名

・主任技師(技) 1名

・会計年度任用職員 1名

・係長(技) 1名

・主任(事) 1名

職名 課長 会計年度

所属 補佐 任用職員

下水道課 1 － 2 2 － 2 3 2 2 － － 3 17

治 水 課 1 1 1 3 1 － 2 1 1 － 1 1 13

管 理 係 4名

建 設 部 道 路 課

下 水 道 課 17名 経 営 係

交通政策課

2名

料 金 係 5名

工 務 係 3名

治 水 課 13名 管 理 係 4名

工 務 係 4名

主事 合 計

計 画 係 2名

課長 主幹 係長 主査 主任
主任
技師

主任
主事

技師
総括
主査
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 民間委託の状況 

我孫子市公共下水道事業では、雨水ポンプ場等の維持管理業務を民間事業者に仕様発

注にて毎年度委託しており、包括的民間委託は導入していない状況です。 

 

 経営比較分析表 

我孫子市公共下水道事業（公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業）におけ

る令和6年度の経営比較分析表を次頁より示します。 

 ※本表で比較対象となっている類似団体の分類は、総務省が以下のとおり設定してい

ます。 

 

表 ２.５-１ 類似団体分類表 

 

 

 

  ※類型区分及び団体数は、令和 6年度決算経営比較分析表の類似団体一覧より。 

  

[公共下水道区分一覧表]
処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数別区分  類型区分 団体数

政令市等 政令市等 21
100人/ha以上 Aa 33
75人/ha以上 Ab 30

30年以上 Ac1 45
30年未満 Ac2 1

50人/ha未満 Ad 60
100人/ha以上 Ba 7

30年以上 Bb1 24
30年未満 Bb2 1
30年以上 Bc1 66
30年未満 Bc2 11
30年以上 Bd1 166
30年未満 Bd2 18

75人/ha以上 Ca 2
30年以上 Cb1 28
15年以上 Cb2 17
15年未満 Cb3 5
30年以上 Cc1 164
15年以上 Cc2 135
15年未満 Cc3 14
30年以上 Cd1 141
15年以上 Cd2 176
15年未満 Cd3 12

3万未満

50人/ha以上

25人/ha以上

25人/ha未満

10万以上
50人/ha以上

3万以上

75人/ha以上

50人/ha以上

50人/ha未満

我孫子市 
公共下水道事業 

[特定環境保全公共下水道区分一覧表]  
供用開始後年数別区分  類型区分 団体数

30年以上 D1 191
15年以上 D2 500
15年未満 D3 23

我孫子市特定環境保全 
公共下水道事業 
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体
と

比
較

し
て

低
い

水
準

と
な

っ
て

い
る

。
　

管
渠

老
朽

化
率

は
類

似
団

体
に

比
べ

て
高

く
、

老
朽

化
の

進
行

に
よ

り
、

今
後

も
改

築
・

更
新

時
期

を
迎

え
る

施
設

が
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
た

め
、

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

を
活

用
し

、
長

期
的

な
視

点
で

計
画

的
か

つ
効

率
的

に
点

検
・

調
査

、
修

繕
・

改
築

を
実

施
し

て
い

く
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
本

市
公

共
下

水
道

事
業

は
、

今
後

も
引

き
続

き
下

水
道

の
新

規
整

備
や

老
朽

化
し

た
施

設
の

改
築

・
更

新
を

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

一
方

、
人

口
減

少
等

に
よ

り
下

水
道

使
用

料
収

入
の

減
少

が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
厳

し
い

経
営

環
境

が
続

く
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
。

　
そ

の
よ

う
な

中
で

、
将

来
に

わ
た

っ
て

安
定

的
に

事
業

を
継

続
し

て
い

く
た

め
、

よ
り

一
層

の
経

費
縮

減
に

努
め

る
と

と
も

に
、

下
水

道
使

用
料

の
適

正
化

等
、

中
長

期
的

な
視

点
か

ら
経

営
の

効
率

化
・

健
全

化
に

取
り

組
ん

で
い

く
。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

-
6
8
.
2
9

8
4
.
9
9

7
6
.
5
8

2
,
4
5
3

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

1
1
1
,
5
4
8

1
3
.
3
6

8
,
3
4
9
.
4
0

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
②

⑤
に

つ
い

て
　

経
常

収
支

比
率

は
1
0
0
％

を
超

え
て

お
り

、
累

積
欠

損
金

も
生

じ
て

い
な

い
が

、
経

費
回

収
率

が
1
0
0
％

を
下

回
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

下
水

道
使

用
料

収
入

で
汚

水
処

理
費

を
賄

え
て

い
な

い
状

況
で

あ
る

。
令

和
4
年

4
月

か
ら

下
水

道
使

用
料

を
改

定
し

た
こ

と
に

よ
り

、
経

費
回

収
率

は
改

定
前

に
比

べ
て

改
善

し
て

い
る

も
の

の
、

引
き

続
き

、
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
に

依
存

し
な

い
収

益
構

造
へ

の
改

善
に

取
り

組
ん

で
い

く
必

要
が

あ
る

。
③

に
つ

い
て

　
法

適
用

後
か

ら
あ

ま
り

年
数

が
経

過
し

て
お

ら
ず

十
分

な
内

部
留

保
資

金
が

蓄
え

ら
れ

て
い

な
い

た
め

、
流

動
比

率
は

類
似

団
体

と
比

較
し

て
低

い
水

準
に

あ
る

。
④

に
つ

い
て

　
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
は

類
似

団
体

と
比

較
し

て
低

い
水

準
と

な
っ

て
い

る
が

、
今

後
も

引
き

続
き

下
水

道
の

新
規

整
備

や
老

朽
化

し
た

施
設

の
改

築
・

更
新

を
行

っ
て

い
く

必
要

が
あ

る
た

め
、

投
資

規
模

や
下

水
道

使
用

料
水

準
の

妥
当

性
を

検
証

し
な

が
ら

計
画

的
に

事
業

を
実

施
し

て
い

く
。

⑥
に

つ
い

て
　

汚
水

処
理

原
価

は
類

似
団

体
と

比
較

し
て

高
い

水
準

に
あ

る
が

、
汚

水
処

理
費

の
大

半
を

流
域

下
水

道
維

持
管

理
負

担
金

と
減

価
償

却
費

が
占

め
て

い
る

こ
と

か
ら

、
大

幅
な

経
費

削
減

は
困

難
な

状
況

で
あ

る
。

⑧
に

つ
い

て
　

水
洗

化
率

は
非

常
に

高
い

水
準

に
あ

る
が

、
今

後
も

引
き

続
き

未
接

続
の

解
消

に
努

め
て

い
く

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

1
3
1
,
3
1
7

4
3
.
1
5

3
,
0
4
3
.
2
7

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
公

共
下

水
道

A
b

非
設

置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

千
葉

県
　

我
孫

子
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
0.

00
0.
00

0.
21

0.
11

0.
00

平
均

値
0.

19
0.
14

0.
15

0.
12

0.
16

10
0.
0
0

10
2.
0
0

10
4.
0
0

10
6.
0
0

10
8.
0
0

11
0.
0
0

11
2.
0
0

11
4.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

11
1.
0
9

10
4.
9
4

11
3.
1
8

11
2.
0
1

11
2.
7
7

平
均
値

10
7.
0
5

10
6.
4
3

10
6.
8
1

10
6.
9
9

10
6.
7
9

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

3.
71

7.
25

10
.4
9

13
.5
5

16
.6
1

平
均
値

27
.3
9

30
.4
2

32
.9
6

34
.9
1

36
.9
3

0.
00

2.
00

4.
00

6.
00

8.
00

10
.0
0

12
.0
0

14
.0
0

16
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
10

.5
3

12
.3
0

12
.2
6

14
.5
8

14
.5
1

平
均

値
5.
86

6.
66

8.
49

10
.0
8

11
.2
0

①
経
常

収
支
比
率
(％

)

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均

値
0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

33
.2
8

41
.4
6

42
.8
2

59
.7
7

90
.2
8

平
均
値

84
.8
4

88
.4
2

93
.6
3

10
0.
4
1

11
3.
8
8

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
46
8.
5
8

47
1.
1
0

36
4.
5
2

32
6.
0
3

31
0.
9
7

平
均

値
56
5.
6
2

54
4.
6
1

52
5.
0
7

49
9.
1
6

48
1.
5
8

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

82
.0
8

82
.5
0

93
.0
0

94
.3
7

94
.6
2

平
均
値

10
2.
3
6

10
3.
7
6

10
3.
5
7

10
4.
0
4

10
3.
7
3

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

14
0.
0
0

16
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
15

0.
0
5

15
0.
0
5

15
0.
0
7

15
0.
0
7

15
0.
0
5

平
均

値
11

4.
0
1

11
1.
1
8

11
1.
7
8

11
2.
7
5

11
4.
3
5

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
-

-

平
均
値

67
.7
1

67
.1
3

66
.8
2

65
.9
8

66
.2
7

96
.0
0

96
.5
0

97
.0
0

97
.5
0

98
.0
0

98
.5
0

99
.0
0

99
.5
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
99
.0
6

99
.2
7

99
.2
0

99
.1
3

99
.0
9

平
均

値
97
.2
4

97
.7
9

97
.7
5

97
.8
3

97
.9
0

②
累

積
欠

損
金
比

率
(％

)
③
流

動
比
率

(％
)

④
企

業
債
残
高
対
事

業
規

模
比
率
(％

)

⑤
経
費

回
収
率
(％

)
⑥

汚
水
処

理
原
価

(円
)

⑦
施
設

利
用
率
(％

)
⑧

水
洗
化

率
(％

)

①
有
形
固

定
資
産

減
価
償

却
率
(％

)
②
管

渠
老
朽
化

率
(％

)
③
管

渠
改

善
率
(％

)

【
10

5.
36

】
【

3
.1

2】
【

8
2.

75
】

【
6
02

.5
6】

【
96

.0
0】

【
6
0.
13

】
【

1
40
.9

8】
【

9
7.

94
】

【
42

.2
0】

【
9
.4

6】
【
0.

19
】

 

  

公
共
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事
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経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

千
葉

県
　

我
孫

子
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

4
3
.
1
5

3
,
0
4
3
.
2
7

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

D
1

非
設

置

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

1
3
1
,
3
1
7

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

4
3
0

0
.
1
4

3
,
0
7
1
.
4
3

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
②

⑤
に

つ
い

て
　

本
市

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
の

対
象

区
域

は
市

街
化

調
整

区
域

で
あ

り
、

処
理

区
域

内
人

口
密

度
が

低
い

こ
と

か
ら

、
下

水
道

使
用

料
収

入
が

限
ら

れ
る

状
況

で
あ

る
。

令
和

4
年

4
月

か
ら

下
水

道
使

用
料

を
改

定
し

た
こ

と
に

よ
り

、
経

費
回

収
率

は
改

定
前

に
比

べ
て

改
善

し
て

い
る

も
の

の
、

依
然

と
し

て
1
0
0
％

を
下

回
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

引
き

続
き

、
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
に

依
存

し
な

い
収

益
構

造
へ

の
改

善
に

取
り

組
ん

で
い

く
必

要
が

あ
る

。
③

に
つ

い
て

　
法

適
用

後
か

ら
あ

ま
り

年
数

が
経

過
し

て
お

ら
ず

内
部

留
保

資
金

が
蓄

え
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

流
動

比
率

は
類

似
団

体
と

比
較

し
て

低
い

水
準

に
あ

る
。

④
に

つ
い

て
　

本
市

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
は

既
に

建
設

事
業

が
終

了
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

企
業

債
残

高
は

今
後

減
少

し
て

い
く

見
込

み
で

あ
る

。
⑥

⑧
に

つ
い

て
　

汚
水

処
理

原
価

と
水

洗
化

率
は

前
年

度
と

ほ
ぼ

同
水

準
で

あ
っ

た
。

今
後

も
引

き
続

き
未

接
続

の
解

消
に

努
め

て
い

く
。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
8
1
.
6
6

0
.
3
3

7
6
.
5
8

2
,
4
5
3

　
有

形
固
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資
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減

価
償

却
率

は
、

法
適

用
時

に
お

け
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固
定

資
産
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帳

簿
価
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を

資
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取
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時
か

ら
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の
日
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前
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ま
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行
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れ
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き
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も
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と
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し
、

取
得
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額

か
ら

減
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償
却

累
計

額
相

当
額
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控
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し

て
算

定
し
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お
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、

本
市

は
法

適
用

後
か

ら
あ

ま
り

年
数

が
経

過
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
類

似
団

体
と

比
較

し
て

低
い

水
準

と
な

っ
て

い
る

。
　

標
準

的
な

耐
用

年
数

と
さ

れ
る

5
0
年

を
経

過
し

た
管

渠
は

無
い

が
、

令
和

6
年

度
末

時
点

で
供

用
開

始
か

ら
3
6
年

が
経

過
す

る
た

め
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ス
ト
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ク

マ
ネ

ジ
メ
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画

に
基
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く

点
検

・
調
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を

行
い

、
必

要
に
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繕
や

改
築

を
行

っ
て

い
く

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
本

市
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

区
域

は
市

街
化

区
域

と
隣

接
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

公
共

下
水

道
事

業
と

一
体

的
で

あ
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と
み

な
し
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共
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業
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６
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度
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も
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業
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し
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令
和

７
年

度
以

後
は

公
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下
水

道
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統
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こ
と

と
し

た
。

　
今

後
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共
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事
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定

的
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 我孫子市下水道事業の課題 

事業の現状分析や将来の事業環境から、我孫子市公共下水道事業では以下のような課題

があります。 

 

(1) 人口減少や節水機器の普及等による使用料収入の減少 

我孫子市の行政人口は、近年は横ばいですが、今後は減少が予想されます。 

そのため、今後は下水道使用料収入の減少が見込まれます。 

 

 

図 ２.６-１ 我孫子市行政人口将来推計 

 

【参考】 

・H22～R6（実績値）：各年度末時点の住民基本台帳人口 

・R7～R57（推計値）：「我孫子市人口ビジョン（令和 2 年 10 月改定版）」の日本人人口推計値を線形

補間した人数に、令和 7 年 1 月 1 日時点の外国人住民（住民基本台帳人口）を加算した人数 
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(2) 使用料対象経費を下水道使用料で賄えていない 

我孫子市の令和 6年度における使用料単価は 141.92 円/㎥（税抜）であり、令和 5

年度県内平均の 142.82 円（税抜）とほぼ同水準にあります。 

我孫子市では、令和 4年度に実施した下水道使用料改定により、令和 6年度の経費

回収率※は 94.6％まで改善しましたが、依然として、使用料単価が汚水処理原価を下

回っています。これは使用料対象経費を下水道使用料で賄えていないということを示

しており、その差額は一般会計からの基準外繰入金として税金が投入され、下水道を

使っていない人にも下水道事業費の一部を負担していただいている状況です。 

 

 

図 ２.６-２ 経費回収率の推移 

※ 経費回収率とは、使用料の対象となる経費を下水道使用料で賄えている割合です。 
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図 ２.６-３ 県内他団体使用料単価との比較（令和 5 年度・税抜） 

※ 使用料単価は、令和 5年度地方公営企業年鑑（総務省）の下水道使用料収入と年間有収水量から

算出しました。 

※ 公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業の 2事業をもつ団体については、下水道使用料収

入と年間有収水量をそれぞれ合計して使用料単価を算出しました。 
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(3) 維持管理費の増加 

 我孫子市公共下水道事業は昭和 45 年度より供用を開始してから令和 6 年度末まで

に 54年が経過し、総事業費は約 560 億円に上ります。 

老朽化した施設の増加や物価・人件費の高騰により、維持管理費は近年微増が続い

ています。今後も同様の傾向が続くことが予想されることから、維持管理費は増加す

ることが見込まれます。 

 

図 ２.６-４ 維持管理費の推移  
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(4) 下水道の普及促進と改築・更新事業・地震対策事業に伴う事業費の増加 

我孫子市公共下水道事業は、今後も継続して下水道の普及促進に努めるとともに、

老朽化した施設の改築・更新・耐震化を行う必要があります。 

下水道整備に関する計画として、市の下水道事業計画では、処理区域面積を1,654ha

と定めています。令和 6 年度現在の整備率は 81.6％であり、整備率向上に向けた整

備事業費の確保が必要です。 

 

図 ２.６-５ 下水道の普及促進に係る整備面積の推移 

老朽化した施設を法定耐用年数（管渠等の構造物は 50年、機械設備は 20年）で改

築すると想定した場合、今後の改築事業費は図 2.6-6 のとおりとなり、今後 20 年程

度は汚水管渠の改築事業費が増加していくことがわかります。 

また、今後 50年間の平均でも、毎年 11億円程度の改築事業費が必要となることか

ら、計画的な修繕・改築を行うことにより施設の延命化を図り、改築事業費を抑制す

る必要があります。 

 

図 ２.６-６ 法定耐用年数に基づいた年度別改築事業費 

【参考】 

・汚水管渠の改築事業費が突出している年度は、大規模開発等に伴う受贈管渠が耐用年数

（50年）を迎えることなどによるものです。 

・雨水ポンプ場の改築事業費が突出している年度は、雨水ポンプ場が耐用年数（20 年）

を迎えることによるものです。 
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我孫子市では、下水道施設の耐震化を図るとともに、被災時の被害を最小化するた

め、「我孫子市下水道総合地震対策計画」及び「我孫子市上下水道耐震化計画」に基

づき、マンホールの浮上防止や管路の耐震化、マンホールトイレの整備等の地震対策

を進めています。 

令和 6 年度末における重要な管渠の耐震化率は 57.7％となっており、引き続き、

下水道施設の耐震性能確保や「我孫子市地域防災計画」において避難所の開設順位が

高い施設へのマンホールトイレの整備に取り組んでいく必要があります。 

なお、我孫子市では、地震などの大規模災害により下水道施設が被災した場合に、

被災施設の早期復旧を行えるよう、我孫子建設業会等と災害復旧工事等に関する協定

を締結しています。 

 

 

図 ２.６-７ 地震対策事業費の推移 
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経営の基本方針 

 我孫子市の総合計画 

 我孫子市では、令和 4 年度から令和 15 年度までの 12 年間を基本構想の期間とする我

孫子市第四次総合計画を策定しました。この中で、公共下水道事業については以下の基本

目標及び基本施策を挙げています。 
 

表 ３.１-１ 下水道事業の基本施策（我孫子市第四次総合計画より） 

基本目標 基本施策 

誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり 
浸水対策の推進 

雨水幹線などの整備、浸水対策の普及 

快適で住み続けたくなるまちづくり 
下水道の整備と普及 

下水道施設の計画的な整備と維持管理 

 

 経営の基本方針 

我孫子市第四次総合計画で示す基本施策を推進するためには、健全な下水道事業の経

営を行う必要があります。そのため本経営戦略では、我孫子市公共下水道事業の現状と

課題を踏まえ、以下のとおり経営の基本方針を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章．経営の基本方針  

①下水道計画区域の定期的な見直し 

①維持管理費及び改築・更新費の平準化 

②不明水の削減 

③広域化・共同化の推進 

④PPP（官民連携）の推進 

①水洗化率の向上 

②下水道使用料の適正化 
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 事業規模の適正化 

 

 

 

現在の下水道計画区域は、令和 5 年 3 月に改定した我孫子市汚水適正処理構想（以下

「汚水適正処理構想」という）に基づき設定されています。汚水適正処理構想では、地域

の特性や住民要望、経済的な比較を考慮し、下水道で整備することが最も効率的な区域を

設定しています。 

 今後の人口減少等に伴い、下水道整備が効率的な区域は変化していくと想定されるた

め、定期的に計画区域の見直しを行い、事業規模の適正化を図ります。 

 

 

図 ３.３-１ 現在の下水道計画区域（汚水） 

  

下水道計画区域を定期的に見直し、事業規模の適正化を図ります。 

下水道計画区域

下水道整備済み区域
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 経費の縮減 

 

 

 

 

我孫子市では、下水道施設の維持管理を長期的な視点で計画的かつ効率的に行っていく

ために、令和 2 年度に「我孫子市公共下水道ストックマネジメント計画」（以下「ストッ

クマネジメント計画」という。）を策定しました。この計画に沿って老朽化した施設の点

検･調査、修繕･改築を行うことで、劣化予測から改築が必要となった施設を単純に更新す

る場合に比べて、以下の経費縮減効果が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.４-１ 老朽化した管渠（Z パイプ）         図 ３.４-２ 老朽化した雨水排水路 

 

 

 

 

 

我孫子市では、下水道管への雨水や地下水の混入を防ぎ、処理場設備への負荷を低減す

るとともに、処理費用を縮減するため、千葉県及び流域関連市で令和元年度に策定した

本来下水処理場で処理すべき汚水に、雨水や地下水（不明水）が混入することで

水量が増え、汚水処理にかかる費用が増加します。この原因を突き止め、汚水処理

にかかる費用を削減します。 

我孫子市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な点検・調査、

修繕・改築を実施して費用を平準化することにより、経費の縮減に努めます。 

【経費縮減効果の試算】 

 ・劣化予測を基にした改築･更新費 

管渠：年間２億８,700 万円  ポンプ場：年間 4,260 万円 

 ・ストックマネジメント計画を活用した改築･更新費 

管渠：年間２億２,300 万円  ポンプ場：年間 3,880 万円 

 ⇒費用削減効果 

管渠：年間  6,400 万円  ポンプ場：年間 380 万円 
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「手賀沼流域下水道関連公共下水道 不明水対策 5カ年計画」（令和 7年度に次期計画策

定済）に基づき、不明水対策に取り組んでいます。市では千葉県とも協力しながら、不明

水の発生している地域を絞り込み、対策の立案から実行へと段階的に取り組んでいきま

す。 

 

 

 

下水処理は、一般的にたくさんの汚水を一ヵ所に集めた方が、効率的な処理が行えます。

我孫子市の下水道事業は流域関連公共下水道であり、汚水は千葉県で管理する手賀沼終末

処理場で処理しています。この処理場では我孫子市の他に、松戸市、柏市、流山市、鎌ケ

谷市、印西市、白井市の汚水を集めて処理しており、広域的な処理を行っています。 

千葉県では、令和 5年 3月に千葉県汚水処理広域化・共同化計画を策定し、効率的な汚

水処理事業に取り組んでおり、我孫子市においても、その計画に沿った検討を進めていま

す。具体的には、コミュニティ・プラント（我孫子市久寺家処理場）、し尿処理施設（我

孫子市終末処理センター）を流域下水道へ接続する検討をしています。下水道への接続に

より我孫子市としては、し尿処理施設の維持管理費及び改築事業費等の費用の削減や、汚

泥の一括処理による処理工程の効率化が期待できます。また、下水道事業としては処理水

量が増加するため、下水道使用料の増収が見込まれます。 

 

 

 

 

下水道事業は、計画策定から、施設の設計・建設、維持管理に至るまで、多岐にわたる

専門知識と技術力が必要となります。そこで我孫子市では、OJT による内部研修や外部研

修への参加を積極的に行い、人材・組織の強化に努めています。 

しかし、我孫子市における下水道職員１人あたりの処理区域内人口（下水道処理区域内

人口÷下水道職員数）は約 5,900 人であり、県内他団体平均の約 5,100 人と比べて、少な

い人数で事業を進めている現状です。 

今後は、人材・組織の強化に加え、下水道施設の維持管理と改築・更新の効率化を図る

ため、民間事業者による下水道施設の管理・更新の一体的マネジメント（以下,「ウォー

ターPPP」という。）の導入に向けた検討を行います。ウォーターPPPを導入し、民間企業

のノウハウや資金調達力を活用することで、効率的で持続可能な下水道事業の運営を目指

します。 

 

汚水・汚泥処理の広域化・共同化により、工事費、維持管理費などを削減します。 

ＰＰＰ（官民連携）の活用を推進し、施設の効率的な構築や維持管理を推進して

いきます。 
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 下水道使用料収入の確保 

 

 

 

 

 

 

下水道の整備が完了した区域の住民は、原則として下水道に接続していただく必要があ

りますが、令和 6年度における我孫子市の水洗化率は 99.05％となっています。未接続者

からは下水道使用料を徴収できないため、広報での周知や戸別訪問などを行い、水洗化率

の向上と使用料の増収を図ります。 

 なお、我孫子市の使用料徴収率は 99.6％を超えています。今後も徴収率の維持に努め

るとともに、使用料が未納の一部の方については戸別訪問を実施します。 

 

 

 

 

 

下水道事業は「独立採算制の原則」が適用され、その事業に伴う収入によってその経費

を賄い、自立性をもって事業を継続していく必要があります。また、汚水は原因者や受益

者が明らかなことから、「汚水私費の原則」により、私費（下水道使用料）により処理に

かかる経費を負担していただく必要があります。 

 しかし、令和 6年度決算値では汚水処理にかかる経費が約 15億 8千万円であったのに

対し、使用料収入は約 14億 9千万円であり、約 9千万円は、下水道使用料収入で賄えて

いません。その差額には一般会計からの基準外繰入金として税金が投入され、下水道を使

っていない人にも、下水道事業費の一部を負担していただいている状況です。本来この税

金は、他の行政サービスや社会保障、公共事業に充てられるべきお金であることから、早

急に下水道事業の経営健全化に取り組む必要があります。 

そのためにも、下水道使用料の適正化が不可欠となります。 

 

  

水洗化率 100％を目指して、広報での周知や戸別訪問などを実施し、下水道使用

料の増収を図ります。 

※水洗化率とは、下水道の整備が完了している区域にお住まいの人のうち、実際に下水道に 

接続している人の割合です。 

下水道使用料収入の不足を補うための一般会計からの基準外繰入金を解消するた

め、適正な下水道使用料のあり方について、検討を進めます。 
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投資・財政計画の策定 

 将来人口・汚水量の予測 

(1) 将来人口の予測 

我孫子市の行政人口は、近年横ばいから減少傾向にあり、今後も人口減少が進行す

ることが想定されています。 

処理区域内人口（下水道整備が完了している区域内の人口）は、行政人口の減少と

下水道区域の整備拡大を考慮して設定しました。推計の結果、下水道区域の行政人口

の減少の影響が大きく、整備区域内人口は減少傾向となります。 

 

図 ４.１-１ 行政人口と下水道整備区域内人口の推移 

(2) 汚水量の予測 

有収水量とは、下水道使用料徴収の対象となる水量で、総処理水量とは、手賀沼終

末処理場で処理される水量です。汚水が手賀沼終末処理場に流入するまでに、不明水

(地下水や雨天時浸入水など)が混入するため、一般的に総処理水量は有収水量より多

くなります。 

有収水量・総処理水量ともに、水洗化人口の減少に伴い減少する見込みです。 

 

図 ４.１-２ 有収水量と総処理水量の推移 

第４章．投資・財政計画の策定  
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 使用料収入の予測 

有収水量が減少傾向となることから、下水道使用料収入も減少することが見込まれま

す。 

現在の下水道使用料体系の場合、令和 8年度の下水道使用料収入は約 15.0 億円を見込

んでいますが、水洗化人口の減少に伴い、10年後の令和 17年度には約 14.5 億円、50年

後の令和 57年度には約 10.1 億円と、大きく減少する見込みです。 

 

図 ４.２-１ 使用料収入の見通し 

 

 将来の建設投資額 

建設投資額として、汚水建設事業費、雨水建設事業費、流域下水道建設負担金を見込み

ます。（下図には、職員人件費などの建設事務費は含みません。） 

令和 8年度から令和 17年度までの 10年間で、汚水事業に約 46億円、雨水事業に約 63

億円、汚水処理を行っている手賀沼終末処理場の建設にかかる負担金に約 8.4 億円の経

費がかかる見込みです。 

 

図 ４.３-１ 建設投資額の見込み 
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 維持管理費の予測 

汚水事業の維持管理費としては、下水道管渠の清掃などの委託料のほか、光熱水費等が

あります。（下図には、職員人件費などは含みません。） 

我孫子市で発生した汚水は千葉県が管理する手賀沼流域下水道に流入しており、流域下

水道の手賀沼終末処理場の電力費、人件費などは、本市を含む流域関連市(7市)で負担し

ています。令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間で、本市で見込まれる約 107 億円

の維持管理費のうち、約 89億円が流域下水道の維持管理費負担金となります。 

 

図 ４.４-１ 維持管理費の予測 

 企業債償還費の推移 

下水道事業では、建設工事などを行う際に企業債を発行し、財源の一部に充てて事業を

進めています。下水道施設は次世代にわたって使用する資産であることから、企業債の発

行により資金を調達し、元利償還金という形で財政負担を後年度に平準化することで、世

代間負担の公平性を確保しています。 

企業債の償還計画では、過去に借り入れた企業債の償還終了により、今後 11 年後まで

償還金は減少し、これ以降は改築・更新事業費等の増加に伴い、償還金は増加する見込み

です。 

 

図 ４.５-１ 企業債償還費（元金・利子）の推移 
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 現行使用料体系における投資・財政計画 

令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間について、現行使用料体系を維持した場合

の収入と支出の推計を行いました。 
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表 ４.６-３ 投資財政計画【原価計算表】（現行の使用料） 
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【収益的収支】 

収益的収支の基準外繰入金は 10 年間で約 8.4 億円となり、この費用は一般会計が負

担することとなります。 

※【減価償却費とは】 

企業会計において、減価償却の対象となる資産については、取得した段階で全額を経費計上する

のではなく、資産を使用できる期間で分割しながら計上します。この費用が減価償却費であり、現

金の伴わない支出として計上されます。 

※【長期前受金戻入とは】 

資産取得時に財源とした補助金等（長期前受金）を、減価償却に対応して収益化したもので、現

金の伴わない収入として計上されます。 

表 4.6-1 で示す収支計算では、市で保有する全ての下水道資産の長期前受金戻入を見込んだ結果

を示していますが、使用料改定に伴う収支計算や使用料対象経費の算定では、長期前受金戻入のう

ち汚水事業にかかる「受贈財産評価額」、「受益者負担金」等は、将来の建設財源として新たに収入

が見込まれないため、長期前受金戻入から控除して計算しています。 

 

【資本的収支】 

資本的収支の基準外繰入金は、令和 8年度以降発生しない見込みです。 

 

【一般会計繰入金】 

一般会計繰入金とは、市の一般会計（税収入）から下水道事業の運営のために繰り入

れられるお金のことで、国が定める繰出基準に基づき、一般会計が負担・補助等するこ

とが認められる経費に対する「基準内繰入金」と、赤字補てん分である「基準外繰入金」

があります。 

「基準外繰入金」は、【収益的収支】における当年度純利益の赤字補てん分と、【資本

的収支】における補てん財源充当後の赤字補てん分であり、早急な改善が求められます。 

 

 

図 ４.６-１ 一般会計繰入金の推移 
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 下水道使用料適正化に向けた取り組み 

投資・財政計画で算出した将来の収支計算から、「第 3 章 経営の基本方針」で示した

経費縮減などに取り組んでもなお、経営戦略計画期間の 10 年間において基準外繰入金が

発生する結果となりました。そこで、下水道事業の経営健全化を進めるため、下水道使用

料適正化の検討を行いました。 

 下水道使用料適正化の検討にあたっては、「下水道使用料算定の基本的考え方（日本下

水道協会 2016 年度版）」に基づき、算定期間の検討、使用料対象経費の算定、改定率や使

用料体系の検討などを行い、次のとおり改定方針を定めました。 

 

(1) 下水道使用料の改定方針 

   我孫子市における下水道使用料の改定方針は以下のとおりとします。 

 

 

 

 
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 下水道使用料改定を行った場合の投資・財政計画 

令和 8年度に 6％の下水道使用料改定を行った場合、投資・財政計画は以下のとおりと

なります。 

 

【収益的収支】 

令和 8年度の下水道使用料改定により、下水道使用料収入は年間約 9千万円増加し、

収益的収支の基準外繰入金は解消する見込みです。 

 

【資本的収支】 

資本的収支については、下水道使用料改定による増減はありません。 

 

【一般会計繰入金】 

下水道使用料改定前に比べ、令和 8年度から【収益的収支】の基準外繰入金がゼロと

なる見込みです。 

【資本的収支】の基準外繰入金はありません。 

 

 

図 ４.８-１ 一般会計繰入金の推移（使用料改定後） 
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表 ４.８-３ 投資財政計画【原価計算表】（使用料改定後） 
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 投資・財政計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みの概要 

投資・財政計画で未反映の取り組みや、今後下水道事業を継続的に運営していくにあた

って推進すべき取り組みについて以下に整理します。 

 

表 ４.９-１ 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に 
関する事項 

我孫子市終末処理センター（し尿処理場）の流域関連公共下
水道への接続を検討しており、効率的な汚水処理システムの構
築を目指します。 

投資の平準化に 
関する事項 

 新規の管路整備は、継続的に事業を進める方針です。 
改築・更新については、ストックマネジメント計画に基づき、

計画的な点検・調査、修繕・改築を実施して費用を平準化するこ
とにより、経費の縮減に努めます。 

民間活力の活用に 
関する事項 

（PPP/PFI など） 

 下水道施設の工事や維持管理を効率的に実施するため、ウォ
ーターPPP（官民連携）の導入可能性について検討を進めていき
ます。 

 
表 ４.９-２ 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに 
関する事項 

令和８年度に、使用料の改定を行う予定です。令和８年度の
改定により、経費回収率は 100％となる見通しですが、今後も
社会情勢の影響を踏まえながら、適正な使用料水準の検証を定
期的に行う方針です。 

 
表 ４.９-３ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 
（包括的民間委託等の民間委

託、指定管理者制度、 
PPP/PFI など） 

現在の維持管理委託は、仕様発注にて単年度契約で行われ
ていますが、今後は、⾧期契約、性能発注、維持管理と更新
を一体的にマネジメントする「ウォーターPPP」の導入の可
能性を検討します。 

職員給与費に関する事項 事業量に応じ、職員数の適正化に努めます。 

動力費に関する事項  動力費低減のため、設備更新時に省電力設備を導入するこ
とを検討していきます。 

修繕費に関する事項 ストックマネジメント計画を基に適切な維持管理を行い、
必要となる修繕費の適正化に努めます。 

委託費に関する事項 委託の効率化を行い、費用の縮減に努めます。 
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進捗管理と経営指標 

下水道事業を取り巻く環境は年を追うごとに大きく変化していることから、下水道使用

料についても、常に最新の状況を反映した検証や見直しが必要となっています。また、国

庫補助金の交付要件として、定期的な（少なくとも 5年に 1回）、使用料改定の必要性に

ついての検証が必要とされています。 

このような状況を踏まえ、我孫子市公共下水道事業の経営健全化に関する定量的な業績

指標や目標値、具体的取り組み、実施時期について、以下のとおり定めました。 

 進捗管理及び継続的な取り組み 

 経営戦略では、毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、見直し（ローリング）

を行い、ＰＤＣＡサイクルを働かせることが重要です。 

我孫子市公共下水道事業では、毎年度業績指標の達成状況や計画における予測値からの

乖離の検証を行った上で、5 年後の令和 12 年度までに経営戦略及び使用料適正化につい

ての再検討を行います。 

図 ５.１-１ 今後の経営戦略・使用料改定のスケジュール 

 

図 ５.１-２ ＰＤＣＡサイクルによる 

経営戦略の見直し 

～R8.3 R8.4 R9.4 R10.4 R11.4 R12.4 R13.4

経営戦略の
検証・検討

使用料適正化
の検討

毎年の検証（指標の達成や計画との

乖離把握）

今回の経営戦略

検討

今回の使用料

適正化検討

【乖離が大きいなど必要に応じて】

経営戦略の見直し検討、使用料適正化の検討

今回改定の使用料体系

次回の経営戦略

検討（予定）

使用料改定の必

要性の検証

次回改定の

使用料体系
従来の使用料体系

第５章．進捗管理と経営指標  

【毎年度の経営戦略検証内容】 

①支出（特に建設事業費、維持管理費）

及び、収入（主に使用料収入）の、計

画値との乖離の把握。 

②経営比較分析表を用いた、経営指標の

確認。 

③物価・金利の変動、社会的ニーズの変

化など、社会情勢の変化の把握。 
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 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」(国土

交通省事務連絡 令和 2年 7月 22 日)を踏まえ、経費回収率の向上に向けたロードマップ

（概ね 10 年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の具体的取組、実施予定時期及

び業績目標）を以下のとおり示します。 

 

 

1) 水洗化率の向上 

令和 6年度における我孫子市の水洗化率は 99.05％となっています。未接続者か

らは下水道使用料を徴収できないため、広報での周知や戸別訪問などを行い、水洗

化率の向上と使用料の増収を図ります。 

 

 

 

表 ５.２-１ 水洗化率の目標値 

 
 

2) 下水道使用料の適正化 

経費回収率を 100％とするため、下水道使用料の適正化を行います。 

令和 8年度に、令和 6年度の使用料単価に対して改定率 6％の下水道使用料改定

を行い、令和 8年度以降は経費回収率 100％を維持していきます。 

 

 

 

表 ５.２-２ 経費回収率の目標値 

 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水洗化率(％) 99.07 99.08 99.09 99.10 99.11 99.13 99.15 99.17 99.19 99.21

経営戦略計画期間
項目

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

経費回収率（％） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

項目
経営戦略計画期間

業績目標：令和 12 年度 水洗化率 99.11％ 

令和 17 年度 水洗化率 99.21％ 

業績目標：令和 12 年度 経費回収率 100.00％ 

令和 17 年度 経費回収率 100.00％ 

＜具体的な取組及び実施時期、業績目標＞ 


